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大阪市従業員労働組合市民生活支部との事務折衝 

 

○ 日  時   平成 30年 11月 22日（木） 11：00～11：45 

○ 場  所   中央卸売市場業務管理棟 15階第 1会議室 

○ 出席予定者 

 （中央卸売市場）   （市民生活支部） 

  総務担当課長    書記長 
 総務担当課長代理       書記次長 

  担当係長        書記次長 
 

「平成 31年度（2019年度）勤務労働条件に関する要求書」に対する事務折衝 

 

【所属】：（担当係長） 

 これより、5月に申し入れをいただきました項目につきまして、事務折衝を行います。 

 

【所属】：（総務担当課長） 

 それでは、申し入れにつきまして、所属の考え方を示させていただきます。 

    なお、今回の事務折衝では、労働安全衛生対策とりわけ熱中症の取組みと災害対策の状 

況についてご説明いたします。 
 熱中症の取組みについては、日々の作業前ミーティング等において、注意喚起を行うなど

して熱中症を出さない職場環境づくりに努めてまいりましたとともに、職場安全衛生委員会

も活用して啓発を行ってまいりました。 

 また、救命救急の観点から応急措置への対策についても、各職場の業務実態等を勘案の

うえ、必要に応じて対応してまいりました。 
 次に、自然災害対策についてご説明いたします。 

近年、巨大地震や大津波、台風や大雨による河川氾濫や土砂災害などが想定されて

いますが、とりわけ南海トラフ巨大地震の発生が高まってきていることから、市場

としても、巨大地震に対応する防災計画の策定や初動マニュアルを作成し、職員に

対する災害対応研修も実施するなど取り組みを進めております。今後も引き続き、

防災計画並びにマニュアルのレベルアップを図るべく、各職場での検討及び議論を

重ねてまいりたいと考えております。 

また、その他の災害に対しても、これまでの職員防災マニュアルや非常災害動員体

制表を活用し、的確に対応していかなければならないことから、今後も継続的に、

職員に防災意識の高揚とマニュアル等の周知徹底を行ってまいりたいと考えており

ます。 
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 今年度は、大阪府北部地震や度重なる台風などの自然災害が多く、その復旧作業におい

て迅速なご対応をいただいたところであります。 
   なお、先の台風で被害を受けた本場、東部市場、南港市場の各施設の修繕について

は、各場における優先順位や予算措置等を総合的に勘案しながら効率的な修繕を検

討、実施してまいりたいと考えております。 
以上、所属としての考え方でございますので、よろしくお願いします。 

 

【支部】：≪書記長≫ 

 ただいま、総務担当課長より 2019 年度勤務労働条件に関する要求書に対する一部の回

答及び現時点の考え方が示された。 

 熱中症については、日々の注意喚起と意識啓発に努めたとのことであるが、次年度以降

についても各業務実態にあった、一層の熱中症対策について研修の実施、注意喚起や

意識啓発を行うよう要請しておく。 
 自然災害対策については、災害時に組合員は想定もつかない過酷な状況下の中で、災

害対応に従事することが考えられるため、今年頻発した自然災害時の課題と過去に各自

治体で起こった大災害の事例等を踏まえて、組合員が発災時の初期初動対応や長期的

に災害対応に従事することが可能な動員体制や環境整備に配慮し、所属の防災マニュア

ルの修正も含めて十分に検証を行うとともに、災害時に備え迅速な対応が行えるよう研修

及び訓練の実施と定期的な周知徹底を行い、組合員ひとりひとりが災害意識を持ち続ける

よう、今後も引き続き丁寧な対応を求めておく。 

 組合員は、日常業務を通じて市民・利用者の意見・要望を把握するとともに、市民の声を

反映したより良い公共サービスの提供に向け、働き方改革に基づく業務改善を進め、大阪

市のまちづくりに貢献していると自負しているところである。 

 業務実態に応じた現業管理体制の更なる充実・強化をおこない、安全・安心なまちづくり

に向けた、質の高い公共サービスを提供できる業務執行体制の確立と、局として組合員の

士気が低下することのないよう「働きがい・やりがい」をもって業務に就くことができる適正な

要員配置を行う要請しておく。 

 局においても、こうした組合員の努力を十分認識するとともに、すべての組合員が「働きが

い・やりがい」を持てるような職場環境づくりを強く要請しておく。 
 本日の局からの一部の回答及び考え方について、一定了解する。 

 最後に、今後、勤務労働条件に影響を及ぼす事象が発生した場合は、労使合意を前提に

十分な交渉・協議をおこなうことを改めて要請し、「2019年度勤務労働条件に関する要求

書」について、この間の協議内容に基づき誠意を持って対処するよう強く求めておく。 
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【所属】：（総務担当課長） 

 ただいま、書記長から大阪市従業員労働組合市民生活支部としての見解をいただき、私

どもが説明いたしました内容に対し、ご理解をいただきありがとうございます。 

 中央卸売市場といたしましては、職員の労働安全衛生の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 
 また、今後も必要に応じて、協議・交渉を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 
 


